
東
本
願
寺
が
本
山
の
真
宗
大
谷
派

寛
文
12
年
か
ら
近
代
の
砂
本
先
照
へ

　
古
い
町
並
み
が
続
く
三
宅
中
5
丁
目
に
、

真
宗
大
谷
派
の
玉

ぎ
ょ
く

應お
う

寺じ

が
建
っ
て
い
ま
す
。

山
号
を
光こ

う
よ
う
ざ
ん

耀
山
と
称
し
ま
す
。
室
町
時
代
の

明め
い
お
う応
元
年（
一
四
九
二
）、
正
し
ょ
う

信し
ん
が
開
基
し

た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、
浄
土
真

宗
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
本
願
寺
八
世
蓮れ

ん

如に
ょ
が
、
河
内
地
方
な
ど
を
布
教
し
、
真
宗
に

転
派
し
た
寺
が
数
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、「
南な

む
あ
み
だ

無
阿
弥
陀
佛ぶ
つ
」の
教
え
が
広
ま
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
三
宅
に
は
玉
應
寺
の
創
立
前
後
、
江
戸
時

代
に
か
け
て
、
同
じ
真
宗
大
谷
派
の
願が

ん

久き
ゅ
う

寺じ

や
善ぜ
ん

長ち
ょ
う
寺じ

、
光こ
う
り
ん輪
寺じ
（
廃
寺
）、
融ゆ
う
づ
う
ね
ん

通
念

佛ぶ
つ

宗
の
西さ
い
ほ
う方
寺
や
豊ほ
う
こ
う興
寺（
廃
寺
）、
真し
ん
ご
ん言

宗
の
梅ば

い

松し
ょ
う
院い
ん（
廃
寺
）、
臨り
ん
ざ
い済
宗
の
自じ

得と
く
庵あ
ん

（
廃
寺
）
や
西に
し
之の

坊ぼ
う（
廃
寺
）
な
ど
、
多
く
の

寺
庵
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
玉
應
寺
本
堂
に
昇
る
と
、
中
央
に
本
尊
の

阿
弥
陀
如
来
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

右
側
に
は
浄
土
真
宗
開
祖
の
親し

ん
ら
ん鸞
の
絵
像
が

厨ず
し子

中
に
見
ら
れ
ま
す
。
裏
書
を
調
べ
て
み

る
と
、
寛か

ん
ぶ
ん文
十
二
年（
一
六
七
二
）夏
、
本
山

の
大
谷
本
願
寺（
東
本
願
寺
）
十
五
世
常じ

ょ
う

如に
ょ

に
よ
っ
て
下
付
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。「
親
鸞
聖
人
御
影
」「
河か

刕し
ゅ
う

丹た
ん
ぼ
く北
郡
三
宅

村
　
玉
應
寺
常じ

ょ
う

什じ
ゅ

物も
つ

也な
り

」と
あ
り
、
当
時
の

住
職
で
あ
る
正し

ょ
う
え
ん圓に

下
さ
れ
た
の
で
し
た
。

「
願
主
釋
正
圓
」と
あ
り
ま
す
。

　「
親
鸞
聖
人
御
影
」の
横
に
は
、
聖
徳
太
子

絵
像
と
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
七
高
祖
絵

像
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
裏
書
に
は
下
付
さ

れ
た
年
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
聖
徳
太
子
像

は
、
常
如
の
次
の
十
六
世
一い

ち
如に
ょ
が
同
じ
く
正

圓
に
下
し
た
も
の
で
し
た
。「
上

じ
ょ
う

宮ぐ
う

太た
い

子し

真

影
　
河
州
丹
北
郡
三
宅
村
玉
應
寺
」
と
あ
り

ま
す
。
七
高
祖
像
も
一
如
が
正
圓
に
下
し
て

お
り
、「
三
朝
高
祖
真
影
」と
あ
り
、
聖
徳
太
子

像
と
同
時
に
下
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
市
域
の
東
本
願
寺
派
の
各
寺
は
、
寛
文

年
間（
一
六
六
一
〜
七
二
）
前
後
に
、
本
山

の
十
四
世
琢た

く

如に
ょ

か
ら
次
の
常
如
、
一
如
の

時
代
に
か
け
て
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
を

は
じ
め
、
親
鸞
像
、
太
子
七
高
祖
像
が
下

付
さ
れ
て
い
ま
す
。玉
應
寺
も
惣
道
場
か
ら
、

今
見
る
よ
う
な
檀
家
制
度
の
寺
院
化
が
進

ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

　
江
戸
時
代
末
期
の
弘こ

う
化か

三
年（
一
八
四
六
）

以
後
に
三
宅
村
の
こ
と
を
記
し
た「
飛ひ

か
え
嘉
恵
」

に
、
江
戸
時
代
半
ば
以
降
の
玉
應
寺
に
つ

い
て
、次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

宝ほ
う
え
い永

三
年（
一
七
〇
六
）、
三
宅
村
で
は
大

火
が
あ
り（
智ち

こ光
坊ぼ

う

焼や

き
）、
村
の
大
半
が

焼
け
た
の
で
す
が
、
こ
の
時
、
玉
應
寺
も

焼
失
し
、
二
年
後
の
宝
永
五
年（
一
七
〇
八
）

に
本
堂
な
ど
が
再
建
さ
れ
た
の
で
し
た
。
再

建
後
の
本
堂
は
、
梁は

り
ゆ
き行

二
間
、
桁け

た
ゆ
き行

四
間
半

の
藁わ

ら
ぶ
き葺

で
、
桁
行
の
一
方
に
瓦
の
庇ひ

さ
しが

取
り

つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
他
に
は
、
藁
葺
の

庫く
り裏

が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

　
本
堂
の
軒
先
に
は
換か

ん

鐘し
ょ
うが

架
け
ら
れ
て

い
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」「
河
州
丹
北
郡
玉

應
寺
」と
あ
り
、
天て

ん
め
い明

六
年（
一
七
八
六
）四

月
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
す
。
玉
應
寺
に
は

以
前
か
ら
梵ぼ

ん

鐘し
ょ
う（

鐘
し
ょ
う

楼ろ
う）

が
無
か
っ
た
ら
し

く
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
太た

い
鼓こ

楼ろ
う

が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
最
近
、
修
理
さ
れ
た

大
太
鼓
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
山
門
を
入
っ
た
所
に
手て

水み
ず
が
置
か

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
も「
玉
應
寺
　
天

明
四
年
庚こ

う
し
ん申
四
月
十
七
日
」
と
刻
さ
れ
、
天

明
四
年（
一
七
八
四
）の
造
立
で
す
。
　

　
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
玉
應
寺
十
三
代
三さ

ん

省
是ぜ

空く
う

の
あ
と
を
継
い
で
、
十
四
代
住
職

と
な
っ
た
の
が
砂す

な
も
と
せ
ん

本
先
照し
ょ
うで
し
た
。
明
治

三
十
二
年（
一
八
九
九
）
三
月
三
日
の
こ
と

で
、
先
照
は
大
正
時
代
を
通
じ
て
寺
を
維
持

し
ま
し
た
。

　
先
照
は
、
も
と
も
と
芝し

ば

村（
天
美
西
）
の

真
宗
大
谷
派
の
安あ

ん
ら
く楽
寺じ

の
二
十
一
代
住
職

で
あ
る
と
共
に
、
天
美
小
学
校
や
三
宅
小

学
校
の
教
員
と
し
て
学
校
教
育
に
た
ず
さ

わ
っ
て
い
ま
し
た（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」203
）。

　
先
照
は
、
安
楽
寺
住
職
を
経
て
、
玉
應
寺

に
移
り
ま
し
た
が
、
安
楽
寺
時
代
に
も
寺
誌

を
ま
と
め
、
檀
家
の
過
去
帳
を
整
備
し
た
よ

う
に
、
玉
應
寺
で
も
宝
永
六
年（
一
七
〇
九
）

を
初
見
と
す
る
過
去
帳
を
檀
家
ご
と
に
体

系
化
し
ま
し
た
。
大
正
十
三
年（
一
九
二
四
）

八
月
七
日
に
は
、
東
本
願
寺
二
十
二
世
現げ

ん
如に
ょ

の
真
影
を
二
十
三
世
彰し

ょ
う

如に
ょ

よ
り
下
付
を
受

け（
本
尊
左
側
に
掛
か
る
）、
同
年
十
二
月

二
十
八
日
に
も
現
存
の
本
尊
の
須し

ゅ

弥み

檀だ
ん

を

新
調
し
た
の
で
し
た
。
本
堂
前
に
、
天て

ん
ぽ
う保

十

年（
一
八
三
九
）
十
月
に
建
立
さ
れ
た
歴
代

住
職
の「
玉
應
寺
」墓
と
並
ん
で
、「
砂
本
墓
」

と
刻
し
た
先
照
の
墓
が
建
っ
て
い
ま
す
。

三宅の玉應寺の変遷
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